
登録有形文化財（建造物）に関する各種補助事業 

 

【登録有形文化財建造物修理等事業】 補助率５０％（表 0-1 参照） 

    ※設計監理事業：文化財建造物保存修理技術者の技術指導が必須 

    ※公開活用事業：「保存活用計画」策定が必須 

            ⇒公開活用に資する設備の整備 

            ⇒公開活用に資する付属施設の整備 

            ⇒公開活用の安全性確保に必要な防災設備等の整備及び耐震対策工事 

 

【観光拠点整備事業】 補助率５０％＋条件により加算（表 0-2 参照） 

    ※外国人観光客の入込数目標値及び計測方法設定が必須 

 

【地域文化財総合活用推進事業】 補助率５０％（表 0-2 参照） 

    ※「文化財保存活用地域計画」等の策定が前提 

出展 文化庁『登録有形文化財（建造物）の手引３』 

資料５ 


